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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２７年７月１０日（平成２７年（行個）諮問第１１７号） 

答申日：平成２８年５月３０日（平成２８年度（行個）答申第２３号） 

事件名：本人の申告に係る申告処理台帳等の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「私が平成２６年特定月頃，渋谷労働基準監督署（担当者様）に相談し，

平成２７年特定月に不当解雇等による金銭請求の件で申告した申告処理台

帳一式」に記載された保有個人情報（以下「本件対象保有個人情報」とい

う。）につき，その一部を不開示とした決定については，別表の４欄に掲

げる部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，東

京労働局長（以下「処分庁」という。）が平成２７年３月２７日付け東労

発総個開第２６－８４１号により行った一部開示決定（以下「原処分」と

いう。）について，これを取り消し，不開示部分の開示を求めるというも

のである。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

   処分庁が不開示とした該当文書の内容は，大半が黒塗りであり被申告者

の供述等が全く読み取れず役に立たない。 

   処分庁は法を理由にしているが，黒塗り部分全てにおいて個人情報が含

まれているとは到底考えられず，法を拡大解釈しているものと推測される。

審査請求人は，被申告者の個人情報提供は一切求めていない。だが，被申

告者の労働基準監督署の調査に対しての供述等経緯が全く読み取れないと

なれば異議申立てせざるを得ない。よって再度該当文書の調査の上，該当

文書の再提出を要望する。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 諮問庁としての考え方 

   本件審査請求に関し，法１４条２号，３号イ及びロ，５号並びに７号イ

に基づき，部分開示とした原処分は妥当であり，本件審査請求は棄却すべ
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きものと考える。 

 ２ 理由 

 （１）保有個人情報該当性について 

    本件対象保有個人情報は，審査請求人から特定労働基準監督署に対し

て行われた特定事業場において労働基準法等の違反があるとした情報提

供による監督指導に係る関係書類であり，別表に掲げる文書番号１ない

し４の文書（以下，第３において「対象文書」という。）である。 

    本件審査請求を受け，諮問庁において対象文書の確認を行ったところ，

以下に掲げる情報は，審査請求人の個人に関する情報ではなく，さらに

審査請求人を識別することができる情報が含まれていないことから，審

査請求人を本人とする保有個人情報には該当しない。 

    担当官が作成又は収集した文書（対象文書４の②） 

    対象文書４は，労働基準監督官が事務処理のために作成又は収集した

文書であるが，対象文書４の②の文書には，審査請求人個人を識別する

ことができる情報が含まれていないことから，審査請求人を本人とする

保有個人情報には該当しない。 

 （２）不開示情報該当性について 

   ア 申告処理台帳及び申告処理台帳続紙（対象文書１） 

     労働基準法等関係法令では，労働者は，事業場に同法令の違反があ

る場合においては，労働基準監督官に申告することができることと

されている。労働基準監督官が申告を受理した場合，対象となる事

業場に対し臨検監督等の方法により，労働基準法等関係法令違反の

有無を確認し，違反等が認められた場合には，その是正を指導して

いるところであるが，申告処理台帳は，かかる申告事案の処理状況

及びその経過が記載された文書である。 

     申告処理台帳には，一般的に「受理年月日」，「処理着手年月日」，

「完結年月日」，「完結区分」，「申告処理台帳番号」，「受付者」，「担

当者」，「被申告者の事業の名称」，「同所在地」，「同事業の種類」，

「同事業の代表者」，「申告者の氏名」，「同住所」，「同事業場内の地

位」，「申告事項」，「申告の経緯」，「申告事項の違反の有無」，「倒産

による賃金未払の場合の認定申請期限」，「違反条文」，「移送の場合

の受理監督署及び処理監督署」，「処理経過直接連絡の諾否」，「付表

添付の有無」，「労働組合の有無」，「労働者数」及び「申告の内容」

等が記載されている。 

     また，申告処理台帳続紙には，一般的に，「処理年月日」，「処理方

法」，「処理経過」，「措置」，「担当者印」，「次長・主任（課長）印」

及び「署長判決」が記載されている。 

     対象文書１の申告処理台帳続紙（２頁ないし７頁）の処理経過欄の
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記載のうち，なお不開示とした部分には，労働基準監督官が面接し

た人物，当該事案に対する被申告事業場の見解，労働基準監督官が

行った被申告事業場に対する指導内容，担当者の意見，処理方針等

が記載されている。 

     対象文書１の①は，労働基準監督官が認定した事実に基づいた具体

的な記述であり，申告者である審査請求人が知り得る情報であると

は認められず，これらの情報を開示すると当該事業場の情報が明ら

かとなり，取引関係や人材確保の面等において当該事業場の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。また，これ

らの情報は，法人に関する情報であって，労働基準監督署の要請を

受けて，開示しないとの条件で任意に提供されたものであって，通

例として開示しないこととされているものであることから，これら

の情報は，法１４条３号イ及びロに該当するため，原処分を維持し

て不開示とすることが妥当である。 

     対象文書１の①及び②は，これらの情報が開示されることとなれば，

申告処理における調査の手法が明らかになり，労働基準監督官の行

う検査等に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にし，また，

違法な行為の発見を困難にするなど，検査事務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあり，ひいては犯罪の予防に支障を及ぼすおそれ

があることから，これらの情報は，法１４条５号及び７号イに該当

するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

     さらに，対象文書１の①は，審査請求人以外の個人に関する情報で

あって，審査請求人以外の特定の個人を識別することができる情報

が含まれており，当該情報は，法１４条２号に該当し，かつ同号た

だし書イないしハのいずれにも該当しないため，原処分を維持して

不開示とすることが妥当である。 

   イ 被申告事業場から提出された文書（対象文書３） 

     対象文書３には，当該事業場の内部管理等に関する情報が記載され

ており，当該情報が開示されることとなれば，事業場の内部情報が

明らかとなり当該事業場の取引関係や人材確保の面等において，当

該事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

ある。 

     また，これらの情報には，法人に関する情報であって，労働基準監

督署の要請を受けて，開示しないとの条件で任意に提供されたもの

であって，通例として開示しないこととされているものであること

から，これらの情報は，法１４条３号イ及びロに該当するため，原

処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

     対象文書３には，これらの情報が開示されることとなれば，申告処
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理における調査の手法が明らかになり，労働基準監督官の行う検査

等に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にし，また，違法な

行為の発見を困難にするなど，検査事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあり，ひいては犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある

ことから，これらの情報は，法１４条５号及び７号イに該当するた

め，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

     さらに，これらの情報には，審査請求人以外の個人に関する情報で

あって，審査請求人以外の特定の個人を識別することができる情報

が含まれており，当該情報は，法１４条２号に該当し，かつ同号た

だし書イないしハのいずれにも該当しないため，原処分を維持して

不開示とすることが妥当である。 

   ウ 担当官が作成又は収集した文書（対象文書４） 

     対象文書４の①には，労働基準監督官による申告処理の過程におい

て労働基準監督官が行った監督指導の手法等に係る情報が記載され

ている。これらの情報が開示されることとなれば，必要な資料が隠

蔽されることにより，正確な事実の把握が困難となり，検査事務と

いう性格を持つ監督指導業務の適正な遂行に支障を及ぼし，ひいて

は違法な行為の発見が困難になるおそれがある。さらには，このよ

うな違法な行為が発見されない状況は，事業者の法違反行為を惹起

することとなり，犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため，こ

れらの情報は，法１４条５号及び７号イに該当するため，原処分を

維持して不開示とすることが妥当である。 

 （３）審査請求人の主張について 

    審査請求人は，審査請求の理由として，審査請求書の中で，「被申告

者の供述等が全く読み取れず役に立たない。法を拡大解釈しているもの

と推測される。」等と主張してその開示を求めているが，法１２条に基

づく開示請求に対しては，開示請求対象保有個人情報ごとに法１４条各

号に基づいて開示，不開示を判断しているものであり，審査請求人の主

張は本件対象保有個人情報の開示決定の結論に影響を及ぼすものではな

い。 

 ３ 結論 

   以上のとおり，原処分は妥当であり，本件審査請求は棄却すべきと考え

る。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ①平成２７年７月１０日    諮問の受理 

   ②同日            諮問庁から理由説明書を収受 

   ③同月２８日         審議 
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   ④平成２８年４月２１日    委員の交代に伴う所要の手続並びに本

件対象保有個人情報の見分及び審議 

   ⑤同年５月２６日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象保有個人情報について 

   本件対象保有個人情報は，「私が平成２６年特定月頃，渋谷労働基準監

督署（担当者様）に相談し，平成２７年特定月に不当解雇等による金銭請

求の件で申告した申告処理台帳一式」に記載された保有個人情報である。 

   処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，審査請求人を本人と

する保有個人情報に該当しない，又は法１４条２号，３号イ及びロ，５号

並びに７号イの不開示情報に該当するとして，その一部を不開示とする原

処分を行った。 

   審査請求人は，原処分を取り消すべきとしている。 

   これに対し，諮問庁は，原処分を妥当としていることから，以下，本件

対象保有個人情報を見分した結果を踏まえ，保有個人情報に該当しないと

している部分の保有個人情報該当性を検討した上で，不開示部分の不開示

情報該当性について検討する。 

 ２ 保有個人情報該当性について 

   諮問庁は，上記第３の２（１）において，別表に掲げる文書４の②に記

載された情報は，審査請求人の個人に関する情報ではなく，さらに審査請

求人を識別することができる情報が含まれていないことから，審査請求人

を本人とする保有個人情報には該当しないとして，不開示とすべきとして

いる。 

   当審査会において見分したところ，当該部分には，審査請求人の氏名そ

の他の審査請求人を識別することができる情報の記載は認められない。そ

こで，当該部分がその内容等に照らして審査請求人を本人とする保有個人

情報に該当するか否かについて検討する。 

   別表に掲げる文書４の②は，審査請求人からの申告を受け，被申告事業

場の住所や連絡先を把握することを目的として，渋谷労働基準監督署にお

いて収集したものと認められる。そうすると，当該文書の記載内容に加え，

その作成又は取得の目的等を考慮すると，当該文書に記載された情報は，

他の情報と照合することにより，審査請求人を識別することができること

となる情報であると認められる。 

   したがって，当該文書に記載された情報は，審査請求人を本人とする保

有個人情報に該当すると認められる。 

   そして，諮問庁は，当該文書に記載された情報については，保有個人情

報に該当するとされた場合にも不開示情報該当性を主張しないとしている

ことから，開示すべきである。 
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 ３ 不開示情報該当性について 

 （１）別表に掲げる文書１（申告処理台帳及び申告処理台帳続紙）の不開示

部分について 

   ア 文書１の①の不開示部分（５頁の「処理経過」欄２１行目ないし３

０行目を除く。）には，労働基準監督官と被申告事業場との電話応対

に関する記録や被申告事業場の見解等が記載されており，これらを

開示すると，当該事業場の内部情報が明らかとなり，当該事業場の

取引関係や人材確保の面等において，当該事業場の権利，競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。 

     したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，同条２号，３

号ロ，５号及び７号イについて判断するまでもなく，不開示とする

ことが妥当である。 

   イ 文書１の①の不開示部分（５頁の「処理経過」欄２１行目ないし３

０行目）には，当該申告事案について，労働基準監督官が認定した

事実内容や処理方針等が記載されており，これを開示すると，労働

基準監督機関における申告処理に係る調査の手法・内容等が明らか

になり，労働基準監督機関が行う検査等に係る事務に関し，正確な

事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易

にし，若しくはその発見を困難にするおそれがあると認められる。 

     したがって，当該部分は，法１４条７号イに該当し，同条２号，３

号イ及びロ並びに５号について判断するまでもなく，不開示とする

ことが妥当である。 

   ウ 文書１の②の不開示部分（７頁の「処理経過」欄２行目）には，当

該申告事案に係る労働基準監督機関における処理方針等が記載され

ているが，当該部分は，原処分で開示されている部分から明らかと

なる内容であり，これを開示しても，労働基準監督機関が行う検査

等に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違

法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にする

おそれがあるとは認められない。また，同様の理由により，犯罪の

予防に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつ

き相当の理由があるとは認められない。 

     したがって，当該部分は，法１４条５号及び７号イのいずれにも該

当せず，開示すべきである。 

   エ 文書１の②の不開示部分（「署長判決」欄の不開示部分）には，当

該申告事案に係る労基準働監督機関における処理方針等が記載され

ており，これを開示すると，労働基準監督機関における申告処理に

係る調査の手法・内容等が明らかになり，労働基準監督機関が行う

検査等に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又
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は違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難に

するおそれがあると認められる。 

     したがって，当該部分は，法１４条７号イに該当し，同条５号につ

いて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

 （２）別表に掲げる文書３（被申告事業場から提出された文書）について 

    当該文書は，申告処理の過程において，被申告事業場から労働基準監

督官へ提出された文書であり，当該事業場の内部管理等に関する情報が

記載されている。 

    当該文書が当該事業場から提出されたことは，審査請求人が知り得る

情報であると認められず，当該文書に記載された情報を開示すると，労

働基準監督機関が行う申告処理における調査の手法・内容等が明らかと

なり，労働基準監督機関が行う検査等に係る事務に関し，正確な事実の

把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，若し

くはその発見を困難にするおそれがあると認められる。 

    したがって，当該文書は，法１４条７号イに該当し，同条２号，３号

イ及びロ並びに５号について判断するまでもなく，不開示とすることが

妥当である。 

 （３）別表に掲げる文書４（担当官が作成又は収集した文書）の不開示部分

について 

    文書４の①の不開示部分には，申告処理の過程において労働基準監督

官が行った監督指導の手法等に係る情報が記載されており，当該部分を

開示すると，労働基準監督機関が行う申告処理における調査の手法・内

容等が明らかとなり，労働基準監督機関が行う検査等に係る事務に関し，

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容

易にし，若しくはその発見を困難にするおそれがあると認められる。 

    したがって，当該部分は，法１４条７号イに該当し，同条５号につい

て判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

 ４ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の判断を左右

するものではない。 

 ５ 本件一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を審査請求人

を本人とする保有個人情報に該当しない，又は法１４条２号，３号イ及び

ロ，５号並びに７号イに該当するとして不開示とした決定については，別

表の４欄に掲げる部分は，審査請求人を本人とする保有個人情報に該当し，

同条５号及び７号イのいずれにも該当せず，開示すべきであるが，その余

の部分は，同条３号イ及び７号イに該当すると認められるので，同条２号，

３号ロ及び５号について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当で
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あると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別表 

１ 文書名及び頁 ２ 諮問庁がな

お不開示を維

持すべきとし

ている部分 

３ ２の該

当条文

（法１４

条） 

４ 開示す

べき部分 文書

番号 

文書名 頁 

１ 申告処理台帳

及び申告処理

台帳続紙 

１な

いし

７ 

①２頁の「処理

経過」欄５行

目，６行目及び

９行目ないし２

０行目 

４頁の「処理経

過」欄１行目な

いし１４行目及

び１７行目ない

し２０行目 

５頁の「処理経

過」欄１行目な

いし１９行目及

び２１行目ない

し３０行目 

２号，３号

イ及びロ，

５号並びに

７号イ 

なし 

②７頁の「処理

経過」欄２行目

及び「署長判

決」欄の不開示

部分 

５号及び７

号イ 

７頁の「処

理経過」欄

２行目 

２ 担当官が作成

又は収集した

文書 

８ 全頁開示 － － 

３ 被申告事業場

から提出され

た文書 

９な

いし 

１２ 

文書全体 ２号，３号

イ及びロ，

５号並びに

７号イ 

なし 

４ 担当官が作成

又は収集した

文書 

１３

及び

１４ 

①１３頁の不開

示部分 

５号及び７

号イ 

なし 

②１４頁 保有個人情

報非該当 

１４頁 

 




